
 
 

 

一 

 
 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

国
は
、
前
項
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
が
行
う
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
振

興
の
た
め
の
事
業
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
の
緊
密
な
連
絡
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
の
選
手
の
競
技
技
術
の
活
用
） 

第
十
六
条
の
二 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
つ
て
は
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ

の
選
手
の
高
度
な
競
技
技
術
が
我
が
国
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
競
技
水
準
の
向
上
及
び
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
活
用
に
つ
い
て
適
切
な
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





 
 

 

三 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

最
近
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
情
勢
の
変
化
等
に
か
ん
が
み
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
措
置
を
一
層
適
切
に
講
じ

る
た
め
、
国
と
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
の
緊
密
な
連
絡
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
の

選
手
の
競
技
技
術
の
活
用
へ
の
適
切
な
配
慮
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。 


